
研究対象としてのインドネシア

- インドネシア予備調査報告 -

本 間 武

Ⅰ 予備調査の目的と旅行経過

京都大学東南アジア研究センターは1968年

4月から第 2期計画に入 り,重点的に調査研

究の対象国として,従来のタイとマレーシア

のほかに,インドネシアをとりあげることに

なった｡

タイ ･マレ-シアについては,東南アジア

研究センターの関係者が調査研究に必要な知

識をもち,また両国の関係機関とはかなり密

接に連絡をたもっている｡しかし,インドネ

シアについては,われわれのもっている情報

が十分でな く,また関係機関との連絡 もきわ

めて限られている｡ しかも,1965年 9月30日

事件いらいスカルノ体制は崩壊 し,1966年 3

月11日のス-ル ト体制発足いらい,インドネ

シアの政治的姿勢は急激に転換 し,きわめて

流動的である｡経済情勢 もスカルノ政権末期

の破局的段階からようや く立ちなおろうとし

ているが,いまだ安定的段階に到達 していな

い｡それだけに,政治的経済的に比較的安定

しているとみてよいタイ ･マレーシアにくら
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ベて,インドネシアにおいてのわれわれの調

査研究は多 くのむずかしい条件をもっている

と考えられた｡

東南アジア研究センターとしては,私がバ

ンコク滞在中の1964年 3月,また同じく石井

米堆教授がバ ンコク滞在中の1967年 3月に 1

週間ばかりジャカルタを訪ねたほか,下記の

関係者が調査研究に従事 しただけである｡

吉井 良三 (教養部教授)

今立源太良 (東京医科歯科大学助教授)

酒井 敏明 (東海大学講師)

1965年 7月～9月 予備調査をかねてジ

ャワ島の森林生物相の調査

山口 真一 (防災研究所教授)

1965年 7月 火山性地すべ りの調査

野口 英雄 (大学院工学研究科学生)

1967年 1月～1968年 1月 バ ンドン工科

大学留学,インドネシアにおける建築

そこで,私がインドネシアにおける調査研

究をいかにセンタ-として進めるべきかとい

う課題のもとに,1968年 3月31日から7月10

日までインドネシアに派遣されたわけである｡

私 としては,このセンターのインドネシア研

究計画をいかに進めるべきかという問題のほ

か,私 自身の研究課題であるインドネシア農

業開発をいかに研究すべきかということもま

た,この予備調査の目的とした｡

年度末の 3月31日に京都を出発,マニラに

よってアジア開発銀行および国際稲作研究所

をたずね,シンガポールを経由,4月 5日ジ

ャカルタ空港に到着 した｡約 2週間ジャカル

タに滞在,インドネシア政府諸機関,大学お

よび国連諸機関を訪問した｡なおこの間,ボ

ゴール-ゆき中央農業試験場や生物研究所 も

見学｡またジャカルタでセンター派遣の留学

生である山田勇 ･土屋健治両君のビザの国内
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申請をプッシュするよう努力 した｡

4月17日にジャカルタからジ ョグジャカル

タへ飛んだ｡ ここでは主 としてガジャマグ大

学の世話になり,問題地域である中部ジャバ

の農村を調査,あわせてポロブ ドウール,プ

ラブバナンの両遺跡を見学 した｡ ここに 1週

間あまり滞在 して,中部ジャバの問題点をつ

かみ得たと思 う｡

4月24日にスラバヤ-汽車でゆき,26日ス

ラバヤからバ リ島のデ ンパサール-飛ぶ｡デ

ンパサールを中心にバ リ島南部の農村を訪ね,

とくに水利組織に興味をひかれる｡今春京大

農学部で修士をとって帰国 したニ ヨマン君の

案内で,かれの郷里であるシンガラジャ- 山

越えをする｡島の南北の経済的 ･文化的な相

違はおもしろか った｡

5月4日,デ ンパサールか らシンガポ-ル

-飛ぶ｡今年に入 って就航 したタイ ･インタ

ーナショナルで シンガポール-｡ ここで飛行

機をのりかえ, 5Rにクアラル ンプールに着

くO ここで,マ レーシア計画の交渉のため来

訪中の川口桂三郎教授 ･口羽益隼助教授 ･坪

内良博助手や,マラヤ大学-の訪問講師栗本

一男 ･前田成文両氏に会い,一行の交渉や見

学に参加する｡

5月10日クアラルンプ-ルをたちペナンを

経由,11日に北スマ トラのメダ ンに入る｡ こ

こを基地 として,北 スマ トラのプランテーシ

ョン農業を見学,またパ ラカンプラング ンの

北スマ トラ石油開発協力会社の現場を訪問｡

メダ ンからパ レンバ ンへ飛ぶ｡スマ トラ南部

の低湿地開発状況を見て,25日にジャカルタ

にもどる｡

ジャカルタでは 5月27日より6月 1日まで

インドネシア国家 研究 会議 (LIPI)とアメ リ

カの学術研究会議 (NationalScienceAcade-

my) 共催の インドネシア 食糧会議 (Work-

shop onFoodin∫ndonesia) に出席｡ こ

の会議にはアメ リカから約30人の専門家,イ

ンドネシアからは約 100人の 食糧関係の学者

と官吏が参加 し,ひじょうによ く準備 された

ものであった｡ この結果は,この10月に報告

苦が刊行 される｡そして,この報告書はさし

あたってインドネシア食糧問題の最 もす ぐれ

た文献になろう｡私はこの会議で多 くの知見

を得たが,とくに多 くの関係者 と知 りあいに

なれたことを幸せに思 う｡

会議終了のあと,酉イ リアン入国の許可を

求めるのに大いに努力 した｡ しか し,とうと

う許可は得 られなかった｡またこの間 も,戻

大東南アジア研究センターからイン ドネシア

-留学する土屋健治 ･山田勇両君の入国許可

を求めるため関係機関を回った｡こうした政

府機関との折衝をとおして,いろいろと教え

られるところが多かった｡ 西イ リアンをあき

らめて, 6月12日,ジャカルタからバ ンジェ

ルマシンに飛ぶ｡ここでは,バ リ卜-河 下流

部低湿地干拓を見るO これは潮汐干満利用干

拓であって,外領開拓のひとつのケース ･ス

タデ ィとして興味深い｡さらに リアム ･カナ

ンのわが国賠償によるダム工事現場に宿泊す

る｡ このカリマンタンでは森林伐採の現場を

みたかったが,これはとうとう実現できなか

った｡

18日にバ ンジュルマシンから,スラバヤに

もどる｡ ここでは,わが国の技術協力 として

の 東部ジャバの トウモロコシ増産計画を 見

る｡

21日にスラバヤか らスラベ シのマカッサル

へ飛ぶ｡ マカッサルでは,このスラベ シの農

業開発の現況を教えてもらうとともに,ジー

プで鳥の南部を--巡するO軍の CivicMission

と称する開拓現場 も見学｡

28Flにマカッサルか ら一気にジャカルタに

帰 る｡ジャカルタでは資料収集 と関係者訪問

のため 1週間を忙 しくすごす｡ しか し,イン

ドネシアのなかでの首都 と地方 との差異をき

びしく感 じさせ られる｡
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7月7日,ジャカルタからバ ンコク-0

バ ンコクではタイ農業開発の資料をあつめ,

そのあと香港経由, 7月10日予定どおり帰国｡

Ⅲ イン ドネシア調査研究の重要性

インドネシア研究調査は,いろいろな意味

において,きわめて重要だと思われる｡

第 1は東南アジアにおけるインドネシアの

重要性である｡数字でいうと,東南アジアの

陸地面積 450万 km2 の う ち インドネシアは

190万 km2 を占め,また1964年推定人口2億

4700万のうち 1億300万を占める｡面積･人口

ともに,4割前後に達 している｡その占める

地政治学的地位が重要であるばか りでな く,

その停滞的経済状態や流動的政治情勢は,イ

ンドネシアをして,たんに東南アジアだけで

な く,広 く国際政治のひとつの焦点たらしめ

ている｡とくに日本の東南アジア政策のなか

で,インドネシアの占める重要性はきわめて

大 きい｡たとえば,1968年度のインドネシア

援助は 1億 1千万 ドルにのぼる｡ これだけの

贈与と借款を日本から受けている国はインド

ネシアしかないのである｡

第 20 しかもインドネシアは自然科学,社

会科学のいずれの見地からみても,きわめて

多 くの興味ある研究問題をもっている｡たと

えば,その自然的基礎は熱帯降雨林気候と火

しけ陸地形 とのために,東南アジア大陸部とは

著 しく異なり,歴史 ･宗教 ･文化についても

特殊な条件をもつ｡政治情勢はいまなおきわ

めて 流動的 であり,経済 状態は東南アジア

のなかではビルマとならんで最 も低い水準に

ある｡そのうえ,インドネシアは unityand

diversityを特質として いるように, インド

ネシア内部における地域的分化現象があらゆ

る面について見 られる｡そのほとんどの研究

対象が未開拓であるといい得よう｡

第 3｡もちろんオランダ時代,インドネシ

アについての自然科学 ･社会科学両分野にお
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ける研究は,いちじるしく高い水準であった｡

しかし,オランダ人がこれらの業績を本国に

持ち帰ってしまった｡戦後はオランダ人はも

とより外国人の研究は,研究条件の困難さの

ために,ほとんど停止状態にある｡戦後の外

国人研究者によるインドネシア研究の状況は,

それぞれの専門家のひとつの研究対象にさえ

なり得よう｡ しかし,この国の広大さ,また

そのもっている問題の多様 さから見 ると,イ

ンドネシアについての外国人研究者の研究は,

きわめて微 々たるものといえよう｡さらに,

インドネシア人研究者による研究 も,独立後

約20年の今 日まで,ほとんど進められていな

いといってよい｡もちろん,かれらの業績は

限られているものの,決 して無視すべきでな

い｡ただ,ここではっきりいえることは,戟

後のインドネシア研究は,その問題の大 きさ

や多様性に くらべ,ほとんど進められていな

いという事実である｡

それだけに,インドネシアの研究は,今 日

きわめて重要な課題となる｡この点について

は,とくに詳 しく論ずる必要はなかろう｡

Ⅲ イ ン ドネシア現地研究調査を

進めるにさい しての諸問題

私のこのたびの予備調査にさいして最 も注

意を払 ったのは,インドネシアで現地研究調

査を進めるにさいしての問題点の所在 と,そ

の克服対策であった｡もちろん,その問題点

は研究対象,現地調査方法などの研究者側の

もつ条件によって異なる｡ したがって,具体

的には個々のプロジェク トごとに,その問題

が確かめられなければならないであろう｡こ

こでは現地研究調査の全体に共通する問題を

とりあげたいと思 う｡

1. 調査許可の問題

タイにおける外国人の調査研究は国家研究

会議 (NationalResearchCouncil)の許可を

必要 とする｡そのかわり,その許可さえあれ
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ば,入国査証を得 ることについては,ほとん

ど障害がない｡ところが,もしタイの条件が

インドネシアにあてはまるものとして,研究

計画をたてると,とんでもないことになる｡

というのは,インドネシアにおいては,外国

人研究者の研究調査にかん し,なんらの規定

もない｡とい うのは,イン ドネシアにはタイ

の国家研究会議に相当する LIPIといわれる

｢インドネシア学術研究所｣*がある｡これは

大統領直轄機関であり,タイの国家研究会議

が総理府二に直属するのとはよ く似ている｡ し

か し,LIPIはいずれは外 国人研究者をコン

トロールするための法規をもつであろうとい

われているが,現在までのところ,それに該

当する法規は公布されていない｡

そこで現在のところ実行の可能な方法は,

*インドネシア政府における学術研究の担当機関は,
インドネシア学術研究所 (LembagallmuPen-
getahuanIndonesia,英訳 Indonesian Insti-
tuteofSciences)であって,Djl.TjikDitiro

2/3,Djakartaに所在する｡Prof.SarwonoPra-
WiroharotoがChairmanである｡このLIPIは,

1967年10月,MIPI(MadjelisllmuPengetahuan

lndonesia,英訳 IndonesianCouncilon Sci-
ence)と LembagaNationalResearch(これ

はかつての高等研究所)とが合併してできたもの
である｡LIPIは大統領に直属する｡LIPIには,
つぎの9回立研究所と1文書資料館とが含まれる｡

1) LembagaBiologiNasional(生物研究所)
ボゴール

2) LembagaEkonomidanKemasjarakatan
Nasional(経済 ･社会研究所)ジャカルタ

3) Lembaga Geology dan Pertambangan
Nasional(地質鉱物研究所)バンドン

4) PusaResearchNasional(中央研究所)バ
ンドン

a. LembagaElektroteknikaNasional(電

気工学研究所)
b. LembagalnstrumentasiNasional(機

械工学研究所)
C. Lembaga MetalurgiNasional(金属研

究所)

d.LembagaKimiaNasional(化学研究所)
e. LembagaFisikaNasional(物理研究所)

5) PusatDokumentasillmiahNasional(料

学文献センター)ジャカルタ

(1) 研究計画に関係のあるイン ドネシアの

大学あるいは 研究 機関から招請状 (invita-

tionletter)を得 る｡ これは,在インドネシ

ア機関か ら直接に受けるか,在東京インドネ

シア大使館をとおして間接に受けるか,ふた

つの方法がある｡もし在インドネシア機関と

外国人研究者 とがかな り密接な関係をもって

いる場合には,招請状を直接に受けとる方法

のほうが時間の節約になろう｡

(2) 招請状を受けとってから,在東京イン

ドネシア大使館あるいは在神戸インドネシア

領事館にビザを申請す ることとなる｡ この場

合一般旅券はもちろん,ある期間以上の公用

旅券携行者については,本国照会 となる｡本

国照会には相当に時間がかかるものと思わな

ければならない｡

調査許可 というより入国許可がさしあたっ

ての問題 となり,それには相当の日数がかか

るから,研究計画をたてるにさいしては,こ

れに必要な日数を十分に見込まなければなら

ない｡

入国後,調査許可が必要かどうかは,明確

な法規のない以上,残念ながら,ここではな

んともいうことができない｡入国滞在許可が

そのまま調査許可になるかどうかもわからな

い｡おそらく,研究地域,研究対象,研究者

数などによって異なるであろう｡とくに外銃

で数人か らなるパーティが長時 日でかけると

きには,とうぜん関係官庁からの調査許可が

必要とされると考えるべ きである｡いずれに

せよ,調査許可の問題は Casebycaseで処

理 されるであろう｡

単独研究ではな くパーテ ィとして現地調査

を進める場合は,できるならば関係官庁のな

んらかの許可書なり証明書のあることが望ま

しい｡そのほうが,それ らを持たないときよ

り,あらゆる意味で,はるかに安全である｡

また,パーテ ィとして調査する場合,調査許

可の問題だけからいっても,関係機関からイ
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ンドネシア側のカウンタパー トを得,共同研

究の形態で研究を進めるほうが望ましいので

はないかと思われる｡ (原則的にいって,イ

ンドネシアの現地調査にさい し,イン ドネシ

ア側 との円滑な共同研究を進めるのが,あら

ゆる意味からいって理想で ある｡もちろん,

それを実現するにはいろいろむずかしいこと

のあるのも当然であろうが｡)

単独で村落定着調査を行な う場合,調査許

可が絶対的に必要である｡ この調査許可はジ

ャカルタの中央政府機関か らだけでな く,省･

県などの地方行政機関からも受 けなければな

らないo村落定着調査にさい しては,あらゆ

る関係機関か ら少な くとも了解だけでも得 る

ことが必要である｡

調査許可の問題 もまた Casebycaseで処

理 されなければならない｡同時に,イン ドネ

シアに到着後,調査許可を得 るために,かな

りの日時を必要 とする場合 も考えてお くべ き

である｡私の経験からいっても,西イ リアン

への入国は,今のところでは不可能に近いこ

とも付記 しておきたい｡

2. 交通状況

インドネシアの調査研究を進めるためには,

自動車が絶対 に必要である｡もっとも,単独

で長期間 1カ所に滞在する場合には,オー ト

バイなりスクーターでもさしつかえない｡

自動車を入手できるか否かが,調査の成否

を左右すると考えられる｡インドネシア側 と

共 同研究を行な う場合 も,相手側から自動車

の提供を受けることはむずか しい｡唯一の自

動車入手可能な方法は,ジャカルタその他主

要都市で自動車をチャーターすることである｡

1日の走行キロ数にもよるが, 1日約20ドル

で借 り いれることが 可能 である｡ただ チャ

-タ～の世話をして くれるものに予め連絡を

つけておけば,それだけ時間がセーブされよ

う｡

ただしスマ トラのメダンをのぞ くと,外債
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では自動車をチャーターすることさえ,きわ

めてむずかしい｡ コネク トをいかにつけて自

動車を確保するかが,調査許可入手についで

むずか しい問題と思われる｡

ジャバ島内は自動車 さえあれば自由に動け

る｡主要道路の状態 もそう悪 くはない｡ しか

し外領を訪れるとなると,ガルーダ国内航空

線がなかなか厄介なことになる｡現在 スケジ

ュールどおり運行 しているとはいえないし,

時によっては座席の確保が容易ならぬことが

ある｡ この 対策は,｢決 していそいでは なら

ない｣の一語につきる｡ というのは,待てば

必ず飛行機は飛ぶ し,また座席はとれるのだ

から｡そこで 日本で予定をきめて,その予定

どおり飛行機で旅行 しようとすれば,どうし

てもうま くゆかな くなるから,旅行 日数に十

分な余裕をみてお くことが大切である｡こう

した計画さえたてれば,ガルーダによる国内

航空便はそれほど苦にならな くなる｡

3. 宿泊施設 ･食事 ･保健衛生

私はインドネシアの宿泊施設 ･食事 ･保健

衛生などがタイに くらべて,ひどく劣 るとは

思わなかった｡宿泊施設 として,いちばん厄

介なのはジャカルタである｡ ことに外国人は

ホテル ･インドネシアを利用するが,このと

ころ満員のことが多 く,容易に部屋がとれな

い｡とれても1泊部屋代だけで16ドルをこえ

る｡経費からいって もたまったものでない｡

経費の点でホテル ･インドネシアにつ ぐのは,

ホテル ･インドネシアの北側にあるビスマ ･

ワルタ (PressClub)であり, ここは 3食つ

き12ドル見 当である｡ 日本人旅行者は予め頼

んでおいて日本の会社のメス(共同宿舎)に泊

まるものもある｡ しか し,これはその会社の

事業と関係のないものとしては利用 しがたい

であろう｡ このようにジャカルタの宿泊事情

はバ ンコクとは全然異なる｡

ジャカルタ以外の都市では,宿泊施設 とし

てのホテルに困ることはない｡また,ホテル
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のない園舎にはパ ッサール ミングーと称する

政府官吏のためのゲス ト-ウスがある｡だか

らタイの地方都市のホテルほど立派ではない

が,経費 もわずかですむので,まず問題がな

いとみてよい｡

食事はどこで も簡単にとれるイン ドネシア

料理店がある｡また都市にはかならず 中 国料

理店を見つけだすことができる｡だから,負

糧を携行 して旅行 しなければならないという

ことはない｡ この点,タイとあまり違わない

とみてよい｡

保健衛と圭についても,タイはどよ くはない

が,しか し特に大 きな障害をなすとは考えら

れなかった｡ただし医療施設や医療品入手は

タイに くらべ劣 るから,それだけに,日常の

自分の保健衛生について,タイにおいて以上

に注意を払 うことはいうまで もなかろう｡

宿泊施設 ･食事 ･保健衛生の項 目のなかで,

特に厄介なのは, くりかえしいうように,ジ

ャカルタでの宿泊である｡

4. 言 語

インドネシア語をマスターすることが調査

研究上必要なことはいうまで もない｡ この場

令,インドネシア語がタイ語に くらべて比較

的に容易だということは,インドネシア研究

者にとって大 きな助けになる｡ もちろん本格

的にインドネシア語をマスターすることは,

なみたいていではないらしい が｡

インドネシアの指導者階層は外国語 とくに

英語なりオランダ語なりにきわめて優れてい

る｡ これはイン ドネシア語のできないものに

とっては,ひじょうに助けになるO もちろん

研究題目によって異なるが,英語だけではた

いていの場合,深 くつっこんだ研究は行ない

がたいであろう｡

5. 図 吉･質料 ･地図など

研究を進めるにさいして,図書 ･資料 ･地

図が当然必要になるが,イン ドネシアではこ

れら印刷物が限 られている｡官庁や試験研究

機関の調査研究は,タイプされただけで印刷

に什せ られていないものが多い｡それだけに

ゼロックスの利用が必要であるが,これはジ

ャカルタに 1カ所 しかない｡またゼロックス

をとるのに 1週間かかる｡だから簡単に資料

類が入手できると考えてはならない｡ とにか

く,そのためにも時間がかかることを覚悟 し

なければならない｡なお,図書 ･資料･地図な

どが案外わが国で入手できることが多 い ｡

6. 経 費

イン ドネシアにおいての調査研究上の経費

をタイにおけるそれに くらべると,結論 とし

ては大差がないといえよう｡

よ く ｢イン ドネシアの旅行は高 くつ く｣と

いう芦を聞 くが,これはジャカルタの経験に

もとづ くことが多い｡ジャカルタはインドネ

シアで例外的であるからであり,とくにホテ

ル ･インドネシアがそのまた例外をなすから

である｡ 一歩 ジャカルタを出ると,ホテルの

宿泊費,食費あるいはバス ･鉄道運賃などは,

タイに くらべると,少な くとも2-3割は低

廉だと考えてよい｡

イン ドネシアの調査経費について.つねに

問題となるのは,インフレーションにともな

うドルとルピアとの交換率である｡ 幸い現在

.'ま自由交換制 度が実施 され,ジャカルタで政

府公認両替店に行 きさえすれば,自由に,か

つそのHの相場で ドルをル ピアに交換するこ

とができる｡私の経験だけでいうと,本年 4

月はじめ 1ドルを290ルピアで 交換 し, 6月

おわりには, 1ドルを360ル ピアで交換 した｡

約 3カ月間に,ルピアの価値は約17%下落 し

たわけである｡だから,つねに必要な金額だ

けルピアに交換 してゆげはよい｡だか ら,こ

の点は全然困ることはない状態になっているO

経費 として注意すべきは,交通機闇がさき

に述べたような事情にあるか ら,計画にゆと

りをもたねばならないこと｡それとともに:重
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要なのは,政府機関から許可をとることはも

ちろん資料を入手するために,さらに関係者

にアポイントメントをとるためにも,予想外

の時間がかかり,それだけに滞在 日数が延び

ざるを得ないことである｡ これは 1日あたり

の経費の問題ではな くて,調査所要 日数の問

題になろう｡つまり,総経費の問題となる｡

この点 こそ,調査研究を予期どおり遂行する

ためには最 も注意すべきだと,私には強 く感

じられた｡

7. インドネシア人の behaviorについて

最後に, しか し調査研究上 きわめて重要な

問題であるインドネシア人の behaviorにつ

いて,私の感想を記 しておかねばならない｡

これはインドネシア研究のひとつの結論 とも

考えられ, したがってわずか 100日あまりの

予備調査の経験では,なんともいいがたい｡

まった く印象だけをいうと,私はインドネ

シア人をたいそう好ましく感じた｡その多 く

が陽気で,人なっっこく,心温かい人 々であっ

た｡ただ今 日のきび しい経済条件が,かれら

の生活をひじょうに困難にさせている｡この

ことをわれわれとしては十分に理解 しなけれ

ばならない｡また官庁の非能率のために,い
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ろいろと手数がかかるが,これまた現在のイ

ンドネシアの行政機構や行政能率を了解する

必要がある｡同 じことはインドネシアの強烈

な民族主義についていえよう｡民族主義にプ

ラスの面 もあれば,マイナスの面 もある｡い

たず らにマイナスの面だけを批難することは,

厳に慎まなければならない｡私は ｢郷に入れ

ば郷に従え｣と主張するのではない｡ ｢郷に

入れば郷を理解せよ｣というプ リンシプルが

なにより重要だと思 う｡

むすびとして,インドネシア研究調査計画

にさいし,特に重要だと考えられるつぎの 3

点を提案 したい｡

第 1は,以上述べたところから明らかなよ

うに,具体的な調査研究計画は Casebycase

で進められようが,計画をたてるにあたって,

相当な時間的余裕をもって,関係機関とコン

タク トをとりつけることが必要である｡

第 2は,タイ ･マレーシアとくらべて,イ

ンドネシアの調査研究にはその 2倍の時間が

かかるものとして計画すべきである｡

第 3は,同じくタイ ･マレーシアに くらべ

て研究調査条件が困難であるだけに,なるべ

く現地調査の既経験者が現地に送られること

が望ましい｡ (1968年 9月29日記)
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